
 

介護支援専門員証の有効期間 

を更新する場合 

登録後

５年 

以内 

申請 

介護支援専門員証 

失 効 

登録は継続するが、

介護支援専門員とし

ての勤務ができず、

介護支援専門員とし

ての報酬も受けとる

ことができない。 

登録後 

５年 

経過 

 

専門研修 

Ⅰ・Ⅱ修了者 

介
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専
門
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交
付
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間
）（注
１
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証の更新を受けない場合 

申請 

必要 

介護支援専門員証の有効期間を更新しない 

（更新研修を受けない）場合 

 

申請手続 

申請手続 

申請手続 

申請手続 

申請手続 

申請手続  

 

 

介護支援専門員になるには 

対象者受験資格： 

（Ⅰ）国家資格等を取得後、
登録してからの業務が ５ 年
かつ９００日以上ある方 

 
（Ⅱ）施設等において、法によ
り必置とされる相談援助業務
に従事した期間が５年かつ９
００ 日以上ある方 
 
※詳しくは受講年度の「試験
案内」を御覧ください。 

介護支援専門員実務研修 

受講試験 

合格者 

介護支援専門員  

実務研修 

８９時間 

（実習を含む） 

研修修

了後３

か月以

内申請 

登
録
（介
護
支
援
専
門
員
資
格
登
録
簿
登
載
） 

専門研修（有効期間満了まで概ね１年以上の者） 
【専門研修Ⅰ】実務経験６か月以上５６時間 

【専門研修Ⅱ】実務経験３年以上３２時間 

（注３） 

 

更新研修 

（有効期間満了まで概ね１年以内の者） 
８８時間 

更新研修（実務未経験者向け） 

（有効期間満了まで１年以内の者） 
５４時間 

再研修 
（登録後５年を経過、又は介護

支援専門員証失効後に介護支

援専門員証を受けようとする者） 

５４時間 

再度、介護支援専門員証の交付を受ける場合 

（介護支援専門員として実務に従事する場合） 

主任介護支援専門員研修 

※介護支援専門員証の更新申請が必要です 
主任介護支援専門員の受講要件を満たす 

７０時間（有効期間５年） 
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【専門研修Ⅱ】 

又は 

更新研修 

３２時間 

 

（注５ ）  ８日

（ 53 時 間 ）

38,000円 

介
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門
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の
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新
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有
効
期
間
５
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専門研修 

Ⅰ・Ⅱ 

又は更新研修 

８８時間 

 

 

更新研修 

５４時間 
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（注１）： 介護支援専門員として実務に就くには、有効期間内の介護支援専門員証（顔写真付）の交付を受けていることが必要です。 

（注２）： 実務従事者とは、介護支援専門員証の有効期間中に、介護支援専門員として就労し、介護（予防）サービス計画書（ケアプラン）作成をしている人を差します（居宅介護支援事業の              

管理者を含む。） 

（注３）： 介護支援専門員証の有効期間に専門研修Ⅰ・Ⅱを修了した場合（受講した都道府県は不問）、更新研修８８時間コースの全課目が免除されます。 

専門研修Ⅰ又は専門研修Ⅱを修了した場合（受講した都道府県は不問）、更新研修から専門研修Ⅰ又は専門研修Ⅱに相当する課目が免除されます。 

 

  

   流れ 

介護支援専門員の資格及び研修の体系（埼玉県） 

 

介護支援専門員証の交付・有効期間満了日の 

確認、住所・氏名など登録事項の変更に関する問い合わせ 

埼玉県福祉部 高齢者福祉課 

(住所)〒330-9301   さいたま市浦和区高砂3-15-1 

電話：048-830-3232      

埼玉県ケアマネ情報局   

研修 

 

介護保険法第 69条の 2第 1項により 

介護保険法第 69条の 7第 2項により 

介護保険法第 69条の 8第 2項により 

更新２回目以降 

※介護支援専門員証有効期間５年、 

更新必要です 

主任介護支援専門員研修又は主任介護支援専門員更新研修修了証書
の有効期間がおおむね２年以内に満了し、受講要件を満たせば主任介
護支援専門員更新研修を受講することが出来ます。主任介護支援専門
員更新研修の修了者は、「介護保険法施行規則第１１３条の１８」に規定
する更新研修を受けたものとみなされます。 

主任介護支援専門員 

として更新しない 

検索 

 

※更新申請は有効満了日の半年前から 

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/caremanager/

